
提

出

者

中

根

康

浩

平
成
十
六
年
六
月
二
日
提
出

質
問
第
一
三
三
号

社
会
保
険
庁
の
国
際
業
務
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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社
会
保
険
庁
の
国
際
業
務
に
関
す
る
質
問
主
意
書

わ
が
国
の
社
会
保
障
制
度
の
発
展
の
た
め
に
諸
外
国
の
制
度
の
あ
り
方
を
研
究
す
る
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

諸
外
国
と
の
社
会
保
障
協
定
を
積
極
的
に
推
進
す
る
必
要
性
か
ら
も
、
国
際
的
に
有
意
義
な
業
務
を
執
行
す
る
こ
と
は
大
切
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
非
効
率
や
無
駄
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
国
際
業
務
を
健
全
な
も
の
と
す
る
こ
と
の
重
要
性

か
ら
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

社
会
保
険
庁
職
員
の
海
外
出
張
に
つ
い
て

（
�
）

平
成
十
三
年
度
、
十
四
年
度
、
十
五
年
度
の
三
ヵ
年
に
お
い
て
、
社
会
保
険
庁
職
員
が
行
な
っ
た
海
外
出
張
の
す

べ
て
に
つ
い
て
、
目
的
、
行
程
、
参
加
人
数
、
費
用
お
よ
び
財
源
は
何
処
か
ら
出
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
参
加
者
の

役
職
に
つ
い
て
答
弁
さ
れ
た
い
。

（
�
）

そ
れ
ぞ
れ
の
海
外
出
張
は
、
仮
に
日
本
か
ら
の
通
信
手
段
を
活
用
し
て
業
務
を
行
な
っ
た
場
合
と
比
べ
て
費
用
対

効
果
の
観
点
か
ら
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
答
弁
さ
れ
た
い
。

（
�
）

そ
れ
ぞ
れ
の
海
外
出
張
が
具
体
的
な
政
策
制
度
づ
く
り
に
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
た
の
か
に
つ
い
て
答
弁
さ
れ
た

い
。

一



二

国
際
社
会
保
障
協
会
（
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ａ
）
に
つ
い
て

（
�
）

社
会
保
険
庁
か
ら
国
際
社
会
保
障
協
会
へ
派
遣
し
て
い
る
職
員
数
、
社
会
保
険
庁
で
の
役
職
、
国
際
社
会
保
障
協

会
で
の
役
職
、
給
与
、
諸
手
当
の
種
類
と
金
額
お
よ
び
財
源
、
住
居
に
つ
い
て
答
弁
さ
れ
た
い
。

（
�
）

社
会
保
険
庁
が
国
際
社
会
保
障
協
会
の
会
員
と
な
る
た
め
に
必
要
と
な
る
一
ヵ
年
の
経
費
と
そ
の
財
源
に
つ
い
て

答
弁
さ
れ
た
い
。

（
�
）

派
遣
先
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
職
員
の
平
成
十
五
年
度
一
ヵ
年
の
主
な
職
務
内
容
に
つ
い
て
答
弁
さ
れ
た
い
。

（
�
）

国
際
社
会
保
障
協
会
へ
職
員
を
派
遣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
具
体
的
に
わ
が
国
の
社
会
保
障
制
度
進
展
に
寄
与
し

た
例
に
つ
い
て
答
弁
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


